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第 1 編 共通編 

第１章 総則 

第１－１条 ～ 第１－34 条［略］ 

第１－35 条 業務管理 

  受注者は、調査職員と受注者の間の情報を電子的に交換・共有することにより、業務の効率化を図らなければな

らない。また、情報を交換・共有するにあたっては、情報共有システムを活用することとし、工事及び業務におけ

る受発注者間の情報共有システムの活用について（令和 3 年 9 月 7 日付け 3 農振第 1453 号）の別紙（URL

「https://www.maff.go.jp/j/nousin/seko/ASP/attach/pdf/index-3.pdf」）に基づくものとする。 
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